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1.まず押さえる前提

医療機関や薬局が扱うのは「マイナンバー12桁」ではないと確認した
- 補⾜：本⼈確認はマイナンバーカードICチップ内の電⼦証明書を⽤いる整理である

受付で出る「同意」は、受診可否ではなく情報連携の可否に関する選択だと理解した
- 補⾜：同意しない選択があっても受診そのものと切り分けて判断する

注意事項チェック



2.受診先がオンライン資格確認に対応しているか

受診先がオンライン資格確認に導⼊済みかを確認した
- 補⾜：導⼊済の⽬安は顔認証付きカードリーダー設置である

未導⼊の場合に提⽰するものを準備した
 - 補⾜：有効な健康保険証または資格確認書、またはマイナンバーカードと併せてマイナポータル画
⾯（PDFでも可）または資格情報のお知らせの提⽰で受診する

注意事項チェック



3.受付での同意の種類を切り分ける

受付で求められる同意が「薬剤情報‧診療情報‧健診情報などの閲覧」に関するものか、その場で
区別した

注意事項チェック

⾼額療養費の窓⼝負担軽減に関わる取扱いを区別した
 - 補⾜：マイナ保険証で受診すると、限度額適⽤認定証がなくても窓⼝負担が上限額で⽌まる



4.同意画⾯の運⽤変更を前提に操作する

2024年10⽉7⽇以降の同意画⾯の改善点を前提に、受付操作で迷わないようにした
- 補⾜：限度額情報の提供同意画⾯の省略、薬剤情報などの包括同意、同意情報の引継ぎが可能になっ
ている

注意事項チェック

「必要最⼩限だけ同意する」⽅針の場合、受付で同意対象を確認して選択した
- 補⾜：施設や機器で表⽰が異なる場合があるため、画⾯の⽂⾔で対象を確認する



5.同意しない場合に必要な対応

薬剤情報‧診療情報‧健診情報の閲覧に同意しない場合の不利益を「医療の質‧安全性の⾯」として
理解した
- 補⾜：情報共有のメリットは⽰されているが、同意は本⼈の判断である

注意事項チェック

⾼額療養費の窓⼝負担軽減が必要になり得る受診では、事前に保険者⼿続きの要否を確認した
- 補⾜：マイナ保険証を使うことで限度額適⽤認定証が不要になり得るため、マイナ保険証を使わない
場合は従来型対応が必要になり得る



6.同意する場合に期待できる点

薬剤情報の共有により、飲み合わせや重複の確認に役⽴つ点を理解した
- 補⾜：薬剤情報などの提供に同意すると医療機関間の情報共有に役⽴つ旨が⽰されている

注意事項チェック

 特定健診結果や過去の受診情報の共有が、説明負担の軽減に役⽴つ点を理解した
  - 補⾜：診療情報‧薬剤情報‧特定健診などの情報提供に同意するとデータで伝えられる旨が⽰され
ている

⾼額療養費の窓⼝負担軽減が必要な受診では、マイナ保険証を使う運⽤を選ぶか判断した
  - 補⾜：マイナ保険証利⽤により限度額適⽤認定証なしで上限額を超える⽀払いが不要になる整理が
⽰されている



7.診療費の加算に関する理解

医療情報取得加算は「医療機関側の体制整備」に基づく加算だと理解した
- 補⾜：患者がマイナ保険証を使ったかどうかだけで単純に決まる整理ではない

注意事項チェック

 2024年12⽉以降、医療情報取得加算はマイナ保険証の利⽤有無に着⽬した点数差を⾒直す⽅針で整理
されたことを確認した
  - 補⾜：制度移⾏を踏まえ、評価の⾒直しを⾏う旨が⽰されている



8.マイナ保険証を使わない場合の受診⼿段

マイナ保険証を使わない受診⼿段として資格確認書があることを確認した

注意事項チェック

資格確認書の様式‧発⾏形態‧有効期限が保険者により異なる前提で確認した
- 補⾜：有効期限は5年以内で保険者が設定する

現⾏の健康保険証の利⽤可能期間と、資格確認書の交付スケジュールを確認した
- 補⾜：2024年12⽉2⽇以降の新規発⾏終了、最⼤2025年12⽉2⽇で経過措置が修了している



9.最終判断の確定

今回の受診での結論を「同意⽅針‧持ち物‧事前⼿続き」の3点で確定した
- 補⾜：
 - 同意⽅針：同意する∕同意しない∕必要部分のみ同意
 - 持ち物：マイナンバーカード∕資格確認書∕保険証∕資格情報のお知らせ∕マイナポータル画⾯
（PDF可）
 - 事前⼿続き：保険者への申請が必要か不要か

注意事項チェック



チェック漏れ防⽌のための注意事項

受診先がオンライン資格確認に未対応の場合、提⽰物が変わるため事前確認が必要である

受付の同意は、情報共有の可否に関する選択であり、受診可否とは切り分けて判断するべきである

注意事項チェック

2024年10⽉7⽇以降、同意画⾯の運⽤が改善されているため、古い説明を前提に操作しない

資格確認書の様式‧有効期限‧交付⽅法は保険者で異なるため、保険者の案内で確定させる必要が
ある

※2026年3⽉時点の情報をもとに作成しています


